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◇秋田県非営利団体自立的活動促進臨時対策基金条例（秋田県条例第１号）
１　特定非営利活動法人その他の営利を目的としない民間の団体の自立的活動を促進し、もって公共分野における民間
活動の領域の拡大及びその定着を図るため、これらの団体が行う業務運営体制の整備及び寄附金の募集の支援、当該
活動のモデルとなる取組等に係る臨時の事業に充てる資金として、秋田県非営利団体自立的活動促進臨時対策基金
（以下「基金」という。）を設置することとした。（第１条関係）
２　基金の積立て、現金の管理、運用益金の処理、現金の繰替運用、基金の処分及び知事への委任について定めること
とした。（第２条～第７条関係）
３　施行期日等
　⑴　この条例は、公布の日から施行することとした。
　⑵　この条例は、平成25年９月30日限り、その効力を失うこととした。

◇秋田県児童虐待防止等臨時対策基金条例（秋田県条例第２号）
１　児童虐待を受けた児童、配偶者からの暴力の被害者、高齢者、障害者並びに子ども及び青年に関する施策の充実を
図り、もってこれらの者の福祉の増進に資するため、児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立の
支援、配偶者からの暴力の防止及びその被害者の保護、高齢者及び障害者の支援並びに子ども及び青年が社会生活を
円滑に営むことができるようにするための支援に係る臨時の事業に充てる資金として、秋田県児童虐待防止等臨時対
策基金（以下「基金」という。）を設置することとした。（第１条関係）
２　基金の積立て、現金の管理、運用益金の処理、現金の繰替運用、基金の処分及び知事への委任について定めること
とした。（第２条～第７条関係）
３　施行期日等
　⑴　この条例は、公布の日から施行することとした。
　⑵　この条例は、平成25年３月31日限り、その効力を失うこととした。

◇秋田県小規模介護施設等整備促進臨時対策基金条例の一部を改正する条例（秋田県条例第３号）
１　題名を秋田県小規模介護施設整備等促進臨時対策基金条例に改めることとした。（題名関係）
２　次に掲げる施設の整備の促進に係る臨時の事業を秋田県小規模介護施設等整備促進臨時対策基金の対象事業（以下
単に「対象事業」という。）に加えることとした。（第１条関係）
　⑴　特別養護老人ホーム等を定員が一人である居室、共同生活室等により構成される施設とするための改修
　⑵　小規模介護施設の耐震性の確保その他の防災のための改修及びその老朽化に対応するための改修
３　地域における高齢者等に対する支援を行う民間の団体の設立等の促進に係る臨時の事業を対象事業に加えることと
した。（第１条関係）
４　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。

◇秋田県妊婦健康診査臨時対策基金条例の一部を改正する条例（秋田県条例第４号）

この号で公布された条例のあらまし

◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇
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１　秋田県妊婦健康診査臨時対策基金の設置期限を平成24年３月31日（現行平成23年３月31日）に延長することとし
た。（附則第２項関係）
２　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。

◇秋田県地域自殺対策緊急強化臨時対策基金条例の一部を改正する条例（秋田県条例第５号）
１　一定の場合においては所要の金額を国庫に返還するために秋田県地域自殺対策緊急強化臨時対策基金（以下「基
金」という。）の一部を処分することができることとした。（第６条関係）
２　基金の設置期限を平成25年３月31日（現行平成24年３月31日）に延長することとした。（附則第２項関係）
３　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。

◇秋田県消費生活相談臨時対策基金条例の一部を改正する条例（秋田県条例第６号）
１　秋田県消費生活相談臨時対策基金の設置期限を平成25年３月31日（現行平成24年３月31日）に延長することとし
た。（附則第２項関係）
２　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。

◇秋田県緊急雇用創出臨時対策基金条例の一部を改正する条例（秋田県条例第７号）
１　秋田県緊急雇用創出臨時対策基金（以下「基金」という。）が対象とする事業に、失業者に対する生活に必要な資
金の貸付けに係る事業を加えることとした。（第１条関係）
２　基金の設置期限を平成25年３月31日（現行平成24年３月31日）に延長することとした。（附則第２項関係）
３　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。

◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇
◇ ◇
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条　　　　　　　　例
　 次 に 掲 げ る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　 一　 秋 田 県 非 営 利 団 体 自 立 的 活 動 促 進 臨 時 対 策 基 金 条 例

　 二　 秋 田 県 児 童 虐 待 防 止 等 臨 時 対 策 基 金 条 例

　 三　 秋 田 県 小 規 模 介 護 施 設 等 整 備 促 進 臨 時 対 策 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 四　 秋 田 県 妊 婦 健 康 診 査 臨 時 対 策 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 五　 秋 田 県 地 域 自 殺 対 策 緊 急 強 化 臨 時 対 策 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 六　 秋 田 県 消 費 生 活 相 談 臨 時 対 策 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 七　 秋 田 県 緊 急 雇 用 創 出 臨 時 対 策 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 　 平 成 二 十 三 年 三 月 一 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久　
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